
 

宮の原地区 

Ⅰ 協議体の概要 

 名   称 宮の原地区共生会議 

 設置年月日 令和元年７月２２日 開催頻度 ８～１０回／年 

 構成団体（◎：事務局） 

 
○ 自 治 会 連 合 会  ○ まちづくり協議会 ○ 民生委員児童委員協議会 ◎ 地区社会福祉協議会 

○ 老人クラブ連合会 ○ 福祉協力員連絡会  健康づくり推進員会  第２層生活支援コーディネーター 

 
○ 市社会福祉協議会 ○ 地域包括支援センター  その他（                  ） 

 設置方式 

 
○ 新規設置  既存会議活用（         ）  地域ケア会議活用 

 設置要綱・会則等の有無 有 ・ 無 

 設置までの経緯 

 時 期 内 容 

 

平成３０年 ６月 

共生会議（仮称）（出席者：まち協，自治会連合会，自治会長，民生委員，福祉協力員等）

→ 地区内全自治会を対象とした説明会を実施し，地域包括ケアシステムや第２層

協議体について共通理解を図るとともに，見守り活動の体制づくりについて検討

を行った。 

※ 地区内を３ブロックに分けて，ブロックごとに会議を開催 

 

     １０月 

共生会議（仮称） 

→ 単位自治会ごとの具体的な活動内容や見守り対象者を整理 

※ 地区内を３ブロックに分けて，ブロックごとに会議を開催 

 
令和 元年 ７月 

共生会議 
→ 第２層協議体について，アンケート調査の検討 

⇒ 共生会議を第２層協議体として位置づけることについて合意形成を図った。 

 
  〃 第２層協議体設置 

 協議体における検討内容（協議体で取り組んできたこと，議論してきたこと） 

 
地域情報の共有， 

課題やニーズの把握について 

・ 地域包括支援センターや各地域団体からの活動報告，民生委

員からの情報提供 

・ 高齢者の困りごとに関するアンケート調査の実施 

 
支え合い活動について 

（見守り活動，居場所づくり，生活支援ボランティア等）

・ アンケート結果を踏まえた支えあい活動の創出に向けた検討

・ 単位自治会が中心となった見守り活動 

  



Ⅱ 取組事例 

 【地域における見守り体制の整備】 

�

 経 緯：令和３年６～７月 民生委員，福祉協力員と連携した，連合自治会を中心とする見守り活動の

今後の方向性について検討 

             ⇒ 後期高齢者に対する年２回程度の訪問実施を決定 

          ８月 単位自治会における見守り活動実行部隊「宮の原地区高齢者見守りの会」

を設立 

      １１～１２月 訪問活動実施（１回目） 

             ※ 対象者：１７４名／１４自治会 

    令和４年６～７月 訪問活動実施（２回目） 

             ※ 対象者：１９２名／１４自治会 

      １１～１２月 訪問活動実施（３回目） 

             ※ 対象者：２６９名／１４自治会 

 

対 象： ① 一人暮らし後期高齢者世帯（７５歳以上） 

② その他，一人暮らし・二人暮らし高齢者世帯などの見守りを要する高齢者 

※ ②については，令和４年６～７月以降随時追加 

 

活動計画： 各自治会にて年２回訪問実施（６～７月，１１～１２月） 

     ※ ２人以上にて訪問を行う。 

 

内 容： 生活に必要な品（ティッシュペーパー等）を持参し，雑談等を行う。 

     ※ 上記持参物については，宮の原地区共生会議（第２層協議体）にて用意 

 

 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

 ・ 高齢者に対する見守り活動を行うことにより，高齢者と地域住民における向こう三軒両隣りの絆を

強く深め，高齢者と密な関係を築くきっかけができた。 

・ 単位自治会と連携することにより，地域ぐるみで見守りを行う体制を構築することができた。 

�

Ⅲ 協議体を設置して，良かったこと 

 単位自治会を中心とした見守り活動について，地区全体で集約・共有する仕組みができた。 

Ⅳ 今後の方向性 

 宮の原地区全自治会における後期高齢者への見守り活動実施 

 




